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～豊野防災交流センター開所に向けて～

豊野公民館の交流センター化について

R６年１月25日 部長会議
家庭・地域学びの課

教育委員会事務局
家庭・地域学びの課
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施設開所予定日 令和６年８月３日（土）

施設構造 木造平屋建て

延床面積 974.03㎡ 駐車場50台（身障者用含む）・芝生広場臨時P 約40台

諸室等 交流ラウンジ・図書室・学習室・多目的ホール・防災備蓄倉庫
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メインエントランスからフロントロビー 多目的ホール

フロントロビー（R6年1月26日現在） 外観（R5年11月29日現在）
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（施設の利活用や今後のまちづくりについて検討 R4年度8回・R5年度12月まで11回開催）

「利活用のあり方に関する主な意見」

いつでも誰でも集い合える場

自由に勉強や談話できる場

館内・広場全体を利用した地域交流イベント 定例マルシェ、フリーマーケット開催

多世代交流の場

子ども中心としたイベント開催 災害や防災を学べる場

ホールでのコンサート鑑賞 豊野の名人の発表・展示の場

子どもが遊べる場

R４年３月２８日 豊野地区住民自治協議会・豊野地区災害復興対策委員会

「防災交流センターは公民館ではなく、交流センターに位置付けてほしい」

との要望を始め、地域コミュニティ活動を行う場所としての整備要望が各区から数多く寄せられる。

R4年７月～ 豊野地区住民自治協議会豊野まちづくり委員会
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地元要望や施設の利活用に関する意見を実現するため、社会教育法（公民館）の
利用範囲を超えた利用が可能な施設を準備する必要がある。

（仮称）豊野防災交流センターを交流センターに位置付ける

交流センターの設置目的（長野市交流センターの設置及び管理に関する条例第２条）

地域づくり活動 社会福祉活動 生涯学習活動 地域の多様な活動

（１） 下記に係る活動の場を提供する

（２） 住民の教養及び地域文化の向上に資する事業を行う

（１）及び（２）により、住民の交流及び主体的な活動を促進し、地域の活性化及び住民福祉の増進に資する

利用形態が交流センターの設置目的に合致

※R５年６月29日 長野市社会教育委員会議において、（仮称）長野市豊野防災交流センターを

「交流センターとして管理運営すること」について説明済み
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施設開所予定日 令和６年８月３日（土）

◆「長野市豊野防災交流センター」の設置

・ 条例上の名称は、これまで（仮称）としてきた施設名である「豊野防災

交流センター」 とする。

・貸館部分の使用料は現行の交流センター条例に準じて定める。

(1) 長野市交流センターの設置及び管理に関する条例

◆「長野市豊野公民館」の削除

（２）長野市立公民館条例



時 期 内 容

令和６年１月２５日 部長会議

令和６年５月 法規審査委員会

令和６年５月末 竣工（予定）

令和６年６月
６月市議会定例会
長野市交流センターの設置及び運営に関する条例等の改正

令和６年８月３日 供用開始（予定）
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